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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光電変換部を有する画素領域と、前記画素領域の少なくとも一部を取り囲むように配置
された周辺回路領域と、前記画素領域と前記周辺回路領域との間に配置された中間領域と
が半導体基板に配された固体撮像装置の製造方法であって、
　前記画素領域の上に第１膜が位置した状態で、前記周辺回路領域の活性領域の上および
前記中間領域の上に金属化合物を形成する工程と、
　前記金属化合物を形成する工程の後に、前記画素領域、前記周辺回路領域および前記中
間領域の上に第２膜を形成する工程と、
　前記周辺回路領域および前記中間領域の上に前記第２膜が残るように、前記第２膜のう
ちの前記画素領域の上に位置する部分を除去する工程と、
　前記周辺回路領域および前記中間領域の上に前記第２膜が位置した状態で、前記画素領
域、前記周辺回路領域および前記中間領域の上に層間絶縁膜を形成する工程と、
　前記画素領域の上において前記層間絶縁膜および前記第１膜に形成された第１コンタク
トホールと、前記周辺回路領域の前記金属化合物の上において前記層間絶縁膜および前記
第２膜に形成された第２コンタクトホールと、のそれぞれの中にコンタクトプラグを形成
する工程と、を有し、
　前記第１膜は、前記画素領域の前記光電変換部と前記層間絶縁膜との間に位置する部分
を有し、
　前記中間領域の上に形成された前記金属化合物は前記周辺回路領域の前記金属化合物か
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ら離れて形成されており、前記コンタクトプラグを形成する工程では、前記中間領域の上
に形成された前記金属化合物の上にコンタクトホールを形成しないことを特徴とする固体
撮像装置の製造方法。
【請求項２】
　前記金属化合物がシリサイドであり、前記第１膜が窒化シリコン膜であり、前記第２膜
が窒化シリコン膜であることを特徴とする請求項１に記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項３】
　前記画素領域の光電変換部に光を導く導波路を前記層間絶縁膜に形成する工程を更に有
し、
　前記第２膜のうちの前記画素領域の上に位置する部分を除去する工程は、前記第２膜の
うちの前記光電変換部の上に位置する部分が残るように行われ、
　前記導波路を形成する工程は、前記第２膜の前記光電変換部の上に残った前記部分をエ
ッチングストップ膜として用いて、前記層間絶縁膜に前記導波路が設けられる開口を形成
する工程を含む、ことを特徴とする請求項１又は２に記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項４】
　前記第１膜をエッチングストップ膜として用いて前記層間絶縁膜および前記第１膜に前
記第１コンタクトホールを形成した後に、前記第２膜をエッチングストップ膜として用い
て前記層間絶縁膜および前記第２膜に前記第２コンタクトホールを形成することを特徴と
する請求項１乃至３のいずれか１項に記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項５】
　画素領域と、前記画素領域の少なくとも一部を取り囲むように配置された周辺回路領域
と、前記画素領域と前記周辺回路領域との間に配置された中間領域とが半導体基板に配さ
れた固体撮像装置の製造方法であって、
　前記画素領域の活性領域の上に第１膜が位置した状態で、前記周辺回路領域の活性領域
および前記中間領域の活性領域に金属化合物を形成する工程と、
　前記金属化合物を形成する工程の後に、前記画素領域の前記活性領域、前記周辺回路領
域の前記活性領域および前記中間領域の前記活性領域の上に第２膜を形成する工程と、
　前記周辺回路領域の前記活性領域および前記中間領域の前記活性領域の上に前記第２膜
が残るように、前記第２膜のうちの前記画素領域の前記活性領域の上に位置する部分を除
去する工程と、
　前記周辺回路領域の前記活性領域および前記中間領域の前記活性領域の上に前記第２膜
が位置した状態で、前記画素領域、前記周辺回路領域および前記中間領域の上に層間絶縁
膜を形成する工程と、
　前記第２膜をエッチングストップ膜として用いて前記層間絶縁膜および前記第２膜にコ
ンタクトホールを形成し、前記コンタクトホールの中に、前記周辺回路領域の前記活性領
域の前記金属化合物に接触するコンタクトプラグを形成する工程と、を有し、
　前記画素領域と前記中間領域との間に、前記画素領域に配されるウエルに基準電圧を供
給するためのコンタクト領域が配され、
　前記除去する工程では、前記第２膜のうちの前記コンタクト領域の上に位置する部分を
除去することを特徴とする固体撮像装置の製造方法。
【請求項６】
　画素領域と、前記画素領域の周囲に配置された周辺回路領域と、前記画素領域と前記周
辺回路領域との間に配置された中間領域とが配された半導体基板、および、前記画素領域
と、前記周辺回路領域と、前記中間領域とを覆う層間絶縁膜を有する固体撮像装置であっ
て、
　前記画素領域は光電変換部及び第１半導体領域を有し、前記周辺回路領域は第２半導体
領域を有し、前記中間領域は第３半導体領域を有し、
　前記光電変換部と前記層間絶縁膜との間および前記第１半導体領域と前記層間絶縁膜と
の間には、第１膜が配置され、かつ、前記第１半導体領域の上には第１コンタクトプラグ
が配置され、
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　前記第２半導体領域と前記層間絶縁膜との間には第１金属化合物領域が配置され、
　前記第３半導体領域と前記層間絶縁膜との間には前記第１金属化合物領域から離れた第
２金属化合物領域が配置され、
　前記第１金属化合物領域と前記層間絶縁膜との間には第２膜が配置され、かつ、前記第
１金属化合物領域の上には第２コンタクトプラグが配置され、
　前記第１膜は、前記第２膜に重なる第１部分と前記第２膜に重ならない第２部分とを有
し、前記第１コンタクトプラグは前記層間絶縁膜および前記第１膜の前記第２部分を通っ
て前記第１半導体領域に接続されており、
　前記第２膜は、前記第１膜に重なる第３部分と前記第１膜に重ならない第４部分とを有
し、前記第２コンタクトプラグは前記層間絶縁膜および前記第２膜の前記第４部分を通っ
て前記第１金属化合物領域に接続されており、
　前記層間絶縁膜が前記第２金属化合物領域に接しないように、前記第２金属化合物領域
と前記層間絶縁膜との間には前記第２膜が配置され、かつ、前記第２金属化合物領域の上
には前記層間絶縁膜を通るコンタクトプラグが配置されていない、
　ことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項７】
　前記第１金属化合物領域および前記第２金属化合物領域がシリサイドを含み、前記第２
膜の前記第３部分は、前記第１膜の前記第１部分と前記層間絶縁膜との間に位置すること
を特徴とする請求項６に記載の固体撮像装置。
【請求項８】
　前記第１金属化合物領域はポリシリコンパターンの上に配置されている、
　ことを特徴とする請求項６又は７に記載の固体撮像装置。
【請求項９】
　前記画素領域と前記中間領域との間に、前記画素領域に設けられた半導体層の電位を固
定するための第４半導体領域を有する領域が配置され、
　前記第４半導体領域には前記層間絶縁膜および前記第１膜を通して第３コンタクトプラ
グが接続されている、
　ことを特徴とする請求項６乃至８のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１０】
　前記第２膜は前記第３コンタクトプラグから離れている、
　ことを特徴とする請求項９に記載の固体撮像装置。
【請求項１１】
　前記画素領域と前記第１膜との間に第３膜が配置されており、
　前記第１コンタクトプラグは前記第３膜を通して前記第１半導体領域に接続されており
、
　前記第３膜は前記第３コンタクトプラグから離れている、
　ことを特徴とする請求項９または１０に記載の固体撮像装置。
【請求項１２】
　前記画素領域に配置された光電変換部に光を導く導波路が設けられており、前記第１膜
と前記層間絶縁膜との間に配置された膜が、前記導波路に接するように前記第１膜と前記
導波路との間に位置している、
　ことを特徴とする請求項６乃至１１のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１３】
　前記第２膜が窒化シリコン膜である、
　ことを特徴とする請求項６乃至１２のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１４】
　前記第１膜が酸化シリコン膜である、
　ことを特徴とする請求項６乃至１３のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１５】
　前記第２半導体領域と前記第２膜との間に酸化シリコンからなる第４膜が配置されてい
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る、
　ことを特徴とする請求項６乃至１４のいずれか１項に記載の固体撮像装置。
【請求項１６】
　前記金属化合物を形成する工程の前に、前記画素領域、前記周辺回路領域および前記中
間領域の上に絶縁膜を形成する工程と、
　前記絶縁膜をエッチングすることで、前記絶縁膜から、前記第１膜と、前記周辺回路領
域のポリシリコンパターンの側面にスペーサと、を形成する工程と、を有し、
　前記金属化合物を形成する工程では、前記ポリシリコンパターンの上に金属化合物を形
成する、
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項１７】
　請求項６乃至１５のいずれか１項に記載の固体撮像装置と、
　前記固体撮像装置から出力される信号を処理する処理部と、
　を備えることを特徴とするカメラ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、固体撮像装置およびその製造方法、ならびにカメラに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、周辺回路部のゲート電極、ソース領域およびドレイン領域をシリサイ
ド化する一方で、画素部のゲート電極、ソース領域およびドレイン領域をシリサイド化し
ない方法が記載されている。特許文献２にも同様の方法が記載されている。周辺回路部の
ゲート電極、ソース領域およびドレイン領域をシリサイド化することにより周辺回路部の
ＭＯＳトランジスタの動作を高速化することができる。一方、画素部のゲート電極、ソー
ス領域およびドレイン領域をシリサイド化しないことにより、白キズや暗電流の増加を抑
えることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－５６５１５号公報
【特許文献２】特開２０１１－２４３４７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１、２には、周辺回路部（周辺回路領域）と画素部（画素領域）との間の境界
ないしは中間領域をどのように設計するかに対する考慮がない。
【０００５】
　本発明者等は、周辺回路部（周辺回路領域）と画素部（画素領域）との間の境界ないし
は中間領域において、製造工程中にシリサイドが露出し、このシリサイドが剥離してパー
ティクルとなる場合があることを見出した。これは歩留まりを低下させる原因となる。
【０００６】
　本発明は、上記の課題認識を契機としてなされたものであり、歩留まりの向上に有利な
技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の１つの側面は、光電変換部を有する画素領域と、前記画素領域の少なくとも一
部を取り囲むように配置された周辺回路領域と、前記画素領域と前記周辺回路領域との間
に配置された中間領域とが半導体基板に配された固体撮像装置の製造方法であって、前記
画素領域の上に第１膜が位置した状態で、前記周辺回路領域の活性領域の上および前記中
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間領域の上に金属化合物を形成する工程と、前記金属化合物を形成する工程の後に、前記
画素領域、前記周辺回路領域および前記中間領域の上に第２膜を形成する工程と、前記周
辺回路領域および前記中間領域の上に前記第２膜が残るように、前記第２膜のうちの前記
画素領域の上に位置する部分を除去する工程と、前記周辺回路領域および前記中間領域の
上に前記第２膜が位置した状態で、前記画素領域、前記周辺回路領域および前記中間領域
の上に層間絶縁膜を形成する工程と、前記画素領域の前記半導体領域の上において前記層
間絶縁膜および前記第１膜に形成された第１コンタクトホールと、前記周辺回路領域の前
記金属化合物の上において前記層間絶縁膜および前記第２膜に形成された第２コンタクト
ホールと、のそれぞれの中にコンタクトプラグを形成する工程と、を有し、前記第１膜は
、前記画素領域の光電変換部と前記層間絶縁膜との間に位置する部分を有し、前記中間領
域の上に形成された前記金属化合物は前記周辺回路領域の前記金属化合物から離れて形成
されており、前記コンタクトプラグを形成する工程では、前記中間領域の上に形成された
前記金属化合物の上にコンタクトホールを形成しないことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、歩留まりの向上に有利な技術が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の構成を模式的に示す平面図。
【図２】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図３】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図４】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図５】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図６】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図７】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図８】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図９】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図１０】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図１１】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図１２】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図１３】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図１４】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図１５】本発明の１つの実施形態の固体撮像装置の製造方法を説明するための断面図。
【図１６】比較例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。以下では、トランジスタ
の動作を高速にするためにシリサイドを用いる場合を例に説明する。しかしながら、本発
明はこれに限定されるものではなく、活性領域を構成する材料と高融点金属との化合物（
高融点金属化合物）が形成されていればよい。活性領域を構成する半導体材料の例として
は、シリコン、ガリウムヒ素などが考えられ、高融点金属としては、コバルト、タングス
テン、チタンなどがある。また、エッチングストップ膜に関して、エッチングストップ膜
でエッチングが停止する場合を例に説明するが、完全に停止しなくても、被エッチング膜
に対してエッチングレートが低い膜を設けてエッチング速度を落とすものであればよい。
【００１１】
　図１は、本発明の１つの実施形態の固体撮像装置ＩＳの構成を模式的に示す平面図であ
る。固体撮像装置ＩＳは、画素領域１０、中間領域３０および周辺回路領域４０を含み、
画素領域１０、中間領域３０および周辺回路領域４０は、半導体基板に配されている。こ
こで、画素領域１０は、複数の画素が複数の行および複数の列を構成するように配列され
た領域である。各画素は、光電変換部を含む。各画素は、その他、フローティングディフ
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ュージョン、転送ゲート、増幅トランジスタ、リセットトランジスタを含みうる。転送ゲ
ートは、光電変換素部で発生した電荷をフローティングディフュージョンに転送するチャ
ネルを形成する。増幅トランジスタは、フローティングディフュージョンの電位に応じた
信号を列信号線に出力する。リセットトランジスタは、フローティングディフュージョン
の電位をリセットする。フローティングディフュージョン、増幅トランジスタおよびリセ
ットトランジスタは、複数の画素で共有されてもよい。各画素の選択動作に関しては選択
トランジスタを設けてもよいし、リセットトランジスタによりフローティングディフュー
ジョンの電位を切り替えて選択、非選択状態を実現する構成でもよい。
【００１２】
　周辺回路領域４０は、画素領域１０の周囲に配置された領域であり、周辺回路領域４０
には、画素領域１０に配置された画素の動作を制御する回路、画素から読み出された信号
を処理する回路などが配置されうる。より具体的には、周辺回路領域４０には、例えば、
垂直走査回路３１、水平走査回路３２、列アンプ３３、列ＡＤ変換器３４、メモリ３５、
タイミング生成回路３６、パッド部３７が配置されうる。垂直走査回路３１は、画素領域
１０における行を選択する。列アンプ３３は、画素領域１０の列信号線に出力される信号
を増幅する。列ＡＤ変換器３４は、列アンプ３３から出力されるアナログの画素信号をデ
ジタル信号に変換する。メモリ３５は、列ＡＤ変換器３４から出力されるデジタルのアナ
ログ信号を保持する。水平走査回路３２は、メモリに保持された信号を選択して読み出す
。タイミング生成回路３６は、垂直走査回路３１、水平走査回路３２、列アンプ３３、列
ＡＤ変換器３４、メモリ３５を制御する信号を生成する。
【００１３】
　中間領域３０は、画素領域１０と周辺回路領域４０との間に配置された領域である。中
間領域３０には、回路素子が配置されず、したがって、コンタクトプラグも配置されない
。画素領域１０と中間領域３０との間には、画素領域１０に配置された半導体層の電位の
変動を抑制し、望ましくは電位を固定するためのコンタクトプラグが配置されたコンタク
ト領域２０が配置されうる。より具体的には、該半導体層は、画素のトランジスタのチャ
ネル部を提供するウエルである。コンタクト領域２０はウエルに基準電圧を供給すること
により、ウエルの電位の変動を抑制している。
【００１４】
　画素領域１０、コンタクト領域２０、中間領域３０および周辺回路領域４０には、活性
領域が形成されている。画素領域１０の活性領域およびコンタクト領域２０の活性領域に
はシリサイドが形成されず、周辺回路領域４０の活性領域および中間領域３０の活性領域
にはシリサイドが形成されている。周辺回路領域４０の活性領域は、エッチングストップ
膜で覆われ、かつ、該エッチングストップ膜に形成された開口を通してコンタクトプラグ
が接続されている。中間領域３０の活性領域は、その全体がエッチングストップ膜で覆わ
れている。
【００１５】
　図１５は、固体撮像装置ＩＳの構成を示す模式的な断面図である。固体撮像装置ＩＳは
、第１導電型の不純物半導体領域１５１、１５２を有する半導体基板ＳＢに形成されてい
る。なお、図１５および後に参照する図２～図１４では、半導体基板ＳＢの一部分が示さ
れている。
【００１６】
　半導体基板ＳＢには、ＭＯＳトランジスタなどの素子を相互に分離するための素子分離
１０５が形成されている。素子分離１０５は、ＳＴＩ又はＬＯＣＯＳでありうる。半導体
基板ＳＢの表面のうち素子分離１０５が存在しない領域が活性領域であり、前述のように
、画素領域１０、コンタクト領域２０、中間領域３０および周辺回路領域４０のそれぞれ
に活性領域が存在する。
【００１７】
　画素領域１０は、埋め込み半導体層１０１、光電変換部を構成する半導体領域１０３、
フローティングディフュージョン１０４および半導体領域１０２を含みうる。半導体領域
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１０３およびフローティングディフュージョン１０４は、第１導電型の半導体領域で構成
されうる。埋め込み半導体層１０１および半導体領域１０２は、第２導電型の半導体領域
で構成されうる。ここで、第１導電型および第２導電型は、相互に異なる導電型である。
第１導電型がｎ型である場合には第２導電型がｐ型であり、第１導電型がｐ型である場合
には第２導電型がｎ型である。
【００１８】
　画素領域１０には、複数のゲート電極１６１が配置されている。複数のゲート電極１６
１は、例えば、転送ゲート電極、増幅トランジスタのゲート電極、リセットトランジスタ
のゲート電極を含みうる。複数のゲート電極１６１の上には絶縁膜１４１が配置されうる
。絶縁膜１４１は、酸化シリコン膜でありうる。ゲート電極１６１は、ポリシリコンパタ
ーン１１３で構成されうる。
【００１９】
　画素領域１０の活性領域、ゲート電極１６１および素子分離１０５は、絶縁膜１１８で
覆われうる。絶縁膜１１８は、絶縁膜１１９で覆われうる。絶縁膜１１８は、窒化シリコ
ン膜でありうる。絶縁膜１１９は、酸化シリコン膜でありうる。半導体領域（光電変換部
）１０３が配置された領域では、絶縁膜１１９の上にエッチングストップ膜１１６が配置
されうる。エッチングストップ膜１１６および絶縁膜１１９は、層間絶縁膜１２０で覆わ
れている。層間絶縁膜１２０の上には、配線構造ＷＳが配置されている。配線構造ＷＳは
、配線層１７１、１７３、ビア１７２および層間絶縁膜を含む。該層間絶縁膜は、例えば
、絶縁膜１２１、１２２の積層構造を有しうる。絶縁膜１２１、１２２は、それぞれ、窒
化シリコン膜、酸化シリコン膜でありうる。各配線層の配線を構成する材料は、好ましく
は銅である。この場合には、ビア１７２についても、配線材料である銅を用いてデュアル
ダマシン法で構成することもできる。配線層の数に関して、図では画素領域１０、周辺回
路領域４０ともに２層の例を示しているが、更に多層の配線層を設けてもよい。更に、画
素領域１０と周辺回路領域４０とで配線層の数を変えてもよい。好ましくは周辺回路領域
４０の配線層数が画素領域１０に比べて多くされる。
【００２０】
　半導体領域（光電変換部）１０３の上には、半導体領域１０３に光を導く導波路１８１
が配置されうる。導波路１８１は、エッチングストップ膜１１６のうち画素領域１０に配
置されたパターンでエッチングが停止するように配線構造ＷＳ、層間絶縁膜１２０にエッ
チングによって導波路開口を形成する工程と、該導波路開口に絶縁体を充填する工程とを
経て形成されうる。エッチングストップ膜１１６の前記パターンは、その一部の領域が導
波路１８１の下面に接し、他の一部の領域が層間絶縁膜１２０に接している。導波路開口
に絶縁体を充填する際に、該導波路開口以外の領域にも絶縁膜１２３が形成されうる。導
波路１８１および絶縁膜１２３は、例えば、窒化シリコンで構成されうる。
【００２１】
　コンタクト領域２０は、第２導電型の半導体領域１１０と、半導体領域１１０と埋め込
み半導体層１０１とを電気的に接続する第２導電型の半導体領域１１１とを含みうる。半
導体領域１１０にはコンタクトプラグ１１７が電気的に接続されていて、半導体領域１１
０、１１１を介して当該コンタクトプラグ１１７と埋め込み半導体層１０１とが電気的に
接続される。これにより、埋め込み半導体層１０１の電位を固定することができる。埋め
込み半導体層１０１は、画素領域１０の全体にわたって広がっている。
【００２２】
　中間領域３０は、第１導電型のウエル１０６と、ウエル１０６に形成された第２導電型
の半導体領域１０８と、半導体領域１０８の上に配置されたシリサイド１０９とを含みう
る。図示されていないが、中間領域３０は、第２導電型のウエルと、該ウエルに形成され
た第１導電型の半導体領域と、該半導体領域の上に配置されたシリサイドとを含みうる。
【００２３】
　中間領域３０の活性領域、即ちシリサイド１０９が形成された領域は、その全体がエッ
チングストップ膜１１６で覆われている。ここで、エッチングストップ膜１１６とシリサ
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イド１０９との間には、絶縁膜１１５が配置されうる。絶縁膜１１５は、エッチングスト
ップ膜１１６とシリサイド１０９との間に生じる応力を緩和するために有用である。エッ
チングストップ膜１１６は、周辺回路領域４０の活性領域、即ちシリサイド１１２に接触
するコンタクトプラグ１１７を形成する際に使用される。
【００２４】
　周辺回路領域４０は、第１導電型のウエル１０６と、ウエル１０６に形成された第２導
電型の半導体領域１０７と、半導体領域１０７の上に配置されたシリサイド１１２とを含
みうる。図示されていないが、周辺回路領域４０は、第２導電型のウエルと、該ウエルに
形成された第１導電型の半導体領域と、該半導体領域の上に配置されたシリサイドとを含
みうる。半導体領域１０７は、ＭＯＳトランジスタの拡散領域（ソース領域およびドレイ
ン領域）を構成しうる。
【００２５】
　周辺回路領域４０の活性領域、即ちシリサイド１１２が形成された領域は、エッチング
ストップ膜１１６で覆われ、かつ、エッチングストップ膜１１６に形成された開口を通し
てコンタクトプラグ１１７が接続されている。周辺回路領域４０には、ゲート電極１６０
が配置されている。ゲート電極１６０は、半導体領域１０７とともにＭＯＳトランジスタ
を構成しうる。ゲート電極１６０は、ポリシリコンパターン１１３と、その上に配置され
たシリサイド１１４とを含む。シリサイド１１４は、エッチングストップ膜１１６で覆わ
れ、かつ、エッチングストップ膜１１６に形成された開口を通してコンタクトプラグ１１
７が接続されている。エッチングストップ膜１１６とシリサイド１１２との間、および、
エッチングストップ膜１１６とシリサイド１１４との間には、絶縁膜１１５が配置されう
る。絶縁膜１１５は、エッチングストップ膜１１６とシリサイド１１２、１１４との間に
生じる応力を緩和するために有用である。
【００２６】
　周辺回路領域４０の活性領域に形成されたシリサイド１１２に接触するコンタクトプラ
グ１１７を形成する工程は、コンタクトホール形成工程と充填工程とを含みうる。コンタ
クトホール形成工程では、エッチングストップ膜１１６でエッチングが停止するように層
間絶縁膜１２０にエッチングによって開口を形成した後に該開口を通してエッチングスト
ップ膜１１６をエッチングする。これによってコンタクトホールが形成される。充填工程
では、該コンタクトホールに導電体を充填する。
【００２７】
　中間領域３０および周辺回路領域４０に配置されたエッチングストップ膜１１６と、画
素領域１０に配置されたエッチングストップ膜１１６とは、同一の工程で形成されうる。
換言すると、中間領域３０および周辺回路領域４０に配置されたエッチングストップ膜１
１６と、画素領域１０に配置されたエッチングストップ膜１１６とは同一材料で構成され
、平坦な部分においては同一の厚さを有しうる。エッチングストップ膜１１６は、コンタ
クト領域２０には配置されていない。
【００２８】
　導波路１８１および絶縁膜１２３の上には絶縁膜１２４が配置されうる。絶縁膜１２４
は、例えば、酸化シリコンで構成されうる。絶縁膜１２４の上には、絶縁膜１２５で構成
された層内レンズ１８２が配置されうる。絶縁膜１２５は、例えば、窒化シリコンで構成
されうる。絶縁膜１２５の上には、平坦化膜１２６が配置されうる。平坦化膜１２６の上
には、カラーフィルタ１２７、１２８が配置されうる。ここで、画素領域１０に配置され
るカラーフィルタ１２７は、画素に割り当てられたカラーに応じたカラーフィルタである
。一方、コンタクト領域２０、中間領域３０および周辺回路領域４０にもカラーフィルタ
１２８が配置されることが好ましく、カラーフィルタ１２８は、ＲＧＢカラーフィルタ構
成におけるＢカラーフィルタであることが好ましい。カラーフィルタ１２７、１２８が配
置された層の上には、マイクロレンズ１２９を含むマイクロレンズ層１３０が配置されう
る。
【００２９】
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　以下、図２～図１５を参照しながら固体撮像装置ＩＳの製造方法を例示的に説明する。
図２に示す工程では、半導体基板ＳＢに埋め込み半導体層１０１、半導体領域１０２、光
電変換部１０３、フローティングディフュージョン１０４、ウエル１０６および素子分離
１０５を形成する。不図示であるが、転送ゲート電極となるポリシリコンパターン１１３
の下部に第２導電型の半導体領域を形成し、光電変換部とフローティングディフュージョ
ンの間のパンチスルーを抑制する構成としてもよい。図２に示す工程ではまた、半導体基
板ＳＢの上にゲート絶縁膜（不図示）を介してポリシリコンパターン１１３を形成する。
ポリシリコンパターン１１３は、ゲート絶縁膜の上にポリシリコン層を形成し、その上に
絶縁膜１４１によってハードマスクを形成した後に、絶縁膜１４１をエッチングマスクと
してポリシリコン層をエッチングすることによって形成されうる。
【００３０】
　図３に示す工程では、半導体基板ＳＢ、ポリシリコンパターン１１３および絶縁膜１４
１を覆うように絶縁膜１１８を形成する。好ましくは、絶縁膜１１８は、酸化シリコンと
窒化シリコンとの積層膜で構成される。図３に示す工程では、更に、画素領域１０の絶縁
膜１１８を覆う一方でコンタクト領域２０、中間領域３０および周辺回路領域４０の絶縁
膜１１８が露出するようにレジストパターン１３２を形成する。
【００３１】
　図４に示す工程では、レジストパターン１３２をエッチングマスクとして使って、コン
タクト領域２０、中間領域３０および周辺回路領域４０の絶縁膜１１８をエッチングし、
その後、レジストパターン１３２を除去する。これにより、周辺回路領域４０のポリシリ
コンパターン１１３および絶縁膜１４１の側面に絶縁膜１１８からなるサイドスペーサが
形成される。
【００３２】
　図５に示す工程では、コンタクト領域２０の半導体領域１１１の上の領域、および、中
間領域３０および周辺回路領域４０に配置されているウエル１０６に不純物イオンを注入
し、半導体領域１１０、１０８、１０７を形成する。各半導体領域１１０、１０８、１０
７の導電型が異なる場合には、それぞれマスクで異なる導電型の不純物イオンを打ち分け
て形成する。
【００３３】
　図６に示す工程では、ａ）画素領域１０の絶縁膜１１８、ｂ）コンタクト領域２０、中
間領域３０および周辺回路領域４０の活性領域、ならびに、ｃ）周辺回路領域４０のポリ
シリコンパターン１１３を含む構造、を覆うように絶縁膜１１９を形成する。絶縁膜１１
８は、シリサイド化防止膜として機能する。絶縁膜１１９は、例えば、酸化シリコン膜で
ありうる。次いで、画素領域１０およびコンタクト領域２０における絶縁膜１１９を覆う
一方で中間領域３０および周辺回路領域４０における絶縁膜１１９を露出させるレジスト
パターン１３１を形成する。
【００３４】
　図７に示す工程では、レジストパターン１３１をエッチングマスクとして使って、中間
領域３０および周辺回路領域４０における絶縁膜１１９をエッチングし、その後、レジス
トパターン１３１を除去する。次いで、露出した半導体領域１０８、１０７およびポリシ
リコンパターン１１３の表面をシリサイド化してシリサイド１０９、１１２、１１４を形
成する。このシリサイド化の具体例を挙げると、次のとおりである。まず、半導体領域１
０８、１０７およびポリシリコンパターン１１３を覆うように高融点金属としてのコバル
トと該高融点金属の酸化防止膜としての窒化チタンとで構成される積層膜を形成する。こ
こで、高融点金属としては、コバルトのほかに、チタン、ニッケル、タングステン、モリ
ブデン、タンタル、クロム、パラジウム、プラチナ等を挙げることができる。また、高融
点金属の酸化防止膜としては、窒化チタンのほかに、ニッケルやチタン等を挙げることが
できる。次いで、該積層膜を熱処理する。この熱処理により、半導体領域１０８、１０７
およびポリシリコンパターン１１３を構成しているシリコンと高融点金属とが反応してシ
リサイド１０９、１１２、１１４が形成される。次いで、未反応の高融点金属を含む積層
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膜を除去する。
【００３５】
　図８に示す工程では、画素領域１０、コンタクト領域２０、中間領域３０および周辺回
路領域４０の構造を覆う絶縁膜１１５を形成し、その上にエッチングストップ膜１１６を
形成する。好ましくは、絶縁膜１１５は酸化シリコンであり、エッチングストップ膜１１
６は窒化シリコンである。絶縁膜１１５は画素領域にも延在して設けられている。画素領
域１０においては、絶縁膜１１９と同種の材料である酸化シリコンで形成されているとし
て、絶縁膜１１９と一体的に図示している。次いで、レジストパターン１３３を形成する
。レジストパターン１３３は、画素領域１０における半導体領域１０３が形成された領域
、中間領域３０及び周辺回路領域４０のエッチングストップ膜１１６を覆う一方で画素領
域１０のうちＭＯＳトランジスタが形成された領域およびコンタクト領域２０を露出させ
る。
【００３６】
　図９に示す工程では、レジストパターン１３３をエッチングマスクとして使って、画素
領域１０のうちＭＯＳトランジスタが形成された領域とコンタクト領域２０とをエッチン
グし、その後、レジストパターン１３３を除去する。これにより、画素領域１０のうち半
導体領域（光電変換部）１０３が形成された領域、中間領域３０および周辺回路領域４０
にエッチングストップ膜１１６が残る。また、エッチングストップ膜１１６の下に配置さ
れている絶縁膜１１５も残る。つまり、エッチングストップ膜１１６および絶縁膜１１５
は、中間領域３０のシリサイド１０９および周辺回路領域４０のシリサイド１１２、１１
４を覆うように残される。したがって、コンタクトプラグ１１７が形成されない中間領域
３０のシリサイド１０９がエッチングストップ膜１１６の除去工程の後に剥離してパーテ
ィクルの原因になることが防止される。なお、周辺回路領域４０におけるエッチングスト
ップ膜１１６は、コンタクトホールを形成するためのエッチングにおいて使われる。
【００３７】
　図１６は、比較例を示す図である。図１６に示される比較例では、中間領域３０のエッ
チングストップ膜１１６および絶縁膜１１５が除去され、シリサイド１０９が露出した状
態が模式的に示されている。このような状態では、シリサイド１０９が剥離して、これが
パーティクルになり易い。よって、図１５に例示されるように、中間領域３０のシリサイ
ド１０９をエッチングストップ膜１１６で覆うことが重要である。
【００３８】
　図１０に示す工程では、画素領域１０、コンタクト領域２０、中間領域３０および周辺
回路領域４０の構造を覆う層間絶縁膜１２０を形成する。
【００３９】
　図１１に示す工程では、画素領域１０およびコンタクト領域２０にコンタクトプラグ１
１７を形成し、図１２に示す工程では、周辺回路領域４０にコンタクトプラグ１１７を形
成する。ここで、画素領域１０、コンタクト領域２０および周辺回路領域４０に同時にコ
ンタクトプラグ１１７を形成してもよい。
【００４０】
　ここで、画素領域１０およびコンタクト領域２０のコンタクトプラグ１１７と周辺回路
領域４０のコンタクトプラグ１１７とを別個に形成する具体例を説明するが、これは本発
明を制限するものではない。図１１に示す工程では、絶縁膜１１８でエッチングが停止す
るように画素領域１０およびコンタクト領域２０の層間絶縁膜１２０および絶縁膜１１９
に開口を形成した後に該開口を通して絶縁膜１１８および絶縁膜１４１をエッチングする
。これによってコンタクトホールが形成される。このとき、コンタクト領域２０にはエッ
チングストップ膜１１６がないので、画素領域１０よりも深く、半導体基板ＳＢの半導体
領域１１０に届くコンタクトホールが形成される。次いで、該コンタクトホールに導電体
を充填することによってコンタクトプラグ１１７を形成する。
【００４１】
　図１２に示す工程では、エッチングストップ膜１１６でエッチングが停止するように周
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辺回路領域４０の層間絶縁膜１２０に開口を形成した後に該開口を通してエッチングスト
ップ膜１１６および絶縁膜１１５をエッチングする。これによってコンタクトホールが形
成される。次いで、該コンタクトホールに導電体を充填することによってコンタクトプラ
グ１１７を形成する。
【００４２】
　図１３に示す工程では、配線構造ＷＳを形成する。図１４に示す工程では、導波路１８
１を形成する。この工程では、エッチングストップ膜１１６のうち画素領域１０に配置さ
れたパターンが導波路開口を形成するためのエッチングストップ膜として使われる。前述
のとおり、エッチングストップ膜１１６のうち画素領域１０に配置されたパターンと周辺
回路領域４０に配置されたパターンとは同一工程で形成され、平坦部において同一の厚さ
を有しうる。
【００４３】
　具体例を挙げると、図１４に示す工程では、エッチングストップ膜１１６のうち画素領
域１０に配置されたパターンでエッチングが停止するように配線構造ＷＳおよび層間絶縁
膜１２０をエッチングして導波路開口を形成する。次いで、該導波路開口に絶縁体を充填
することによって導波路１８１が形成される。充填する絶縁体は、層間絶縁膜１２０より
も屈折率が高い材料で構成されることが好ましい。導波路開口に絶縁体を充填する際に、
該導波路開口以外の領域にも絶縁膜１２３が形成されうる。
【００４４】
　図１５に示す工程では、絶縁膜１２３、層内レンズ１８２を有する絶縁膜１２５、平坦
化膜１２６、カラーフィルタ１２７、１２８、および、マイクロレンズ１２９を有するマ
イクロレンズ層１３０を形成する。これによって、固体撮像装置が得られる。
【００４５】
　以下、上記の実施形態に係る固体撮像装置の応用例として、該固体撮像装置が組み込ま
れたカメラについて例示的に説明する。カメラの概念には、撮影を主目的とする装置のみ
ならず、撮影機能を補助的に備える装置（例えば、パーソナルコンピュータ、携帯端末）
も含まれる。カメラは、上記の実施形態として例示された本発明に係る固体撮像装置と、
該固体撮像装置から出力される信号を処理する処理部とを含む。該処理部は、例えば、Ａ
／Ｄ変換器、および、該Ａ／Ｄ変換器から出力されるデジタルデータを処理するプロセッ
サを含みうる。
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